
 

 

平成２１年度第１回 防災ボランティア活動検討会（通算１０回） 

 

資料１ 全体会午前の部 資料 
 

 

 

 

 

（１）平成 21 年 7 月中国・九州北部豪雨におけるボランティア活動について  

 

・山口県内のボランティア活動について 

 

 

 

（２）平成 21 年台風第 9 号におけるボランティア活動について  

 

・兵庫県内のボランティア活動について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年１１月８日  

 

防災ボランティア活動検討会 事務局  
 

 

資料１
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7月19日からの大雨被害 2009年10月28日　15時58分現在

負傷者

重傷 軽傷 全壊 半壊 全壊 半壊

人 人 人 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 棟 棟 棟 世帯 人

1 下関市 1 4 4 4 42 42 42 4 4

2 宇部市 4 4 7 49 49 110 201 201 53 117

3 山口市 2 9 412 1,561 423 813

4 萩市 16 16 30 167 1 16 30

5 防府市 14 12 22 30 32 68 61 149 243 2 2 4 111 120 290 1,012 1 3 284 601

6 下松市 1 4 100 5 19

7 岩国市 1 1 10 58 10 16

8 光市 5 5 7 7 1 4

9 長門市 1 1 4 12 95 12 21

10 柳井市 1 4 132 4 5

11 美祢市 1 2 2 2 2 26 2 2

12 周南市 1 1 1 2 2 2 4 38 38 74 148 148 370 41 80

13 山陽小野田市 44 221 44 104

14 周防大島町 1 1 1 4 52 5 5 11 1 1

15 和木町

16 上関町

17 田布施町 1 1 1 2 3 5 73 61 130 3 5

18 平生町 3 1

19 阿武町

20 阿東町 11 11

17 0 12 23 33 33 70 78 156 255 17 61 9 708 232 515 3862 475 553 0 0 2 9 902 1818

床下浸水
公共建物 その他

合計

住家被害 非住家 り災
世帯
数

り災
者数死者

行方

不明者
全壊 半壊 一部破損 床上浸水No 報告機関

人的被害

平成２１年７月中国・九州北部豪雨にかかるボランティア活動について 

 
 

（社福）山口県社会福祉協議会 
大河原  修 

 
１．被害状況について 
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２．山口県社会福祉協議会の動き 

 
７月２１日（火） 
 午後：「被害状況調査票」により、市町社協へ状況確認（総務班） 

特に被害が出ていそうな市町社協へ電話にて状況確認（地域福祉班・ボラセン） 
７月２２日（水） 
  ８：３０ 県社協内にて災害対応について協議（事務局長、事務局次長、総務班、 

地域福祉班・ボラセン） 
        山口県社協に「県社協災害対策本部」設置 
  １０：００ 県庁にて、県厚政課、県民生活課、県民活動支援センターと災害対応に

ついて協議 
  １２：００ 防府市社協へ職員を派遣し、被害状況の確認と災害ボランティアセンタ

ー設置についての協議 
  １４：３０ 防府市社協派遣職員より、防府市に災害ボランティアセンターが設置さ

れるとの連絡あり。地域福祉部長を防府市社協へ派遣するとともに、県社

協内の職員派遣体制づくり、県内災害ボランティア団体への災害ボランテ

ィアセンター設置・運営支援依頼等、市社協支援への準備を始める。 

 
 県社協が行った主な活動内容 

 
 ・防府市社協への職員派遣によるセンター設置・運営支援（１日平均３名）。 
 ・山口市社協への職員派遣によるセンター運営支援（土・日１名） 
 ・県内市町社協へボラセン運営スタッフおよび車両の支援要請と調整。 
 ・中国ブロック社協への支援要請と調整。 
 ・全社協への支援要請と調整 
 ・関係機関・団体、県内ボランティアグループへの支援要請 
 ・ホームページ、記者配布等による情報発信および報道機関対応 

 
 
３．防府市・佐波川流域災害ボランティアセンターの動き 

 
 ２１日の被災直後から現地の状況把握を行い、地元の活動団体である「防府／防災ネッ

トワーク推進会議」と災害ボランティアセンターの設置について協議、その後、県社協へ

設置にむけての協議のため支援要請を行う。 
 市社協、防府／防災ネットワーク推進会議、県社協で協議の結果、災害ボランティアセ

ンターの設置を決定。センター設置運営に向けてスタッフ等を県内市町社協、災害ボラン

ティアグループ等に応援依頼。 
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医療班 車両班 資材班 Ｖｏ受付班 マッチング班 ニーズ班 総務班

センター長

副センター長

■防府市・佐波川流域災害ボランティアセンター スタッフ体制図

活動支援係

広報係

◎
巡
回
に
よ
る
安
全
衛
生
の
啓
発

◎
健
康
相
談
、
心
の
相
談

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
救
急
対
応

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
車
の
駐
車
場
誘
導

◎
車
両
の
管
理
（
給
油
含
む
）

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
送
迎

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
車
の
送
り
出
し

◎
マ
ッ
チ
ン
グ
班
へ
の
報
告

◎
活
動
資
機
材
や
必
要
物
品
の
管
理

◎
救
援
物
資
の
受
け
入
れ

◎
活
動
資
機
材
の
受
け
渡
し
・
受
け
取
り

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
受
付

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
数
の
集
計

◎
特
殊
な
ス
キ
ル
を
持
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
確
保

◎
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
マ
ッ
チ
ン
グ

◎
ニ
ー
ズ
票
に
付
箋
添
付
、
道
案
内

◎
注
意
事
項
【
リ
ー
ダ
ー
用
】
（
活
動
指
示
書
）
の
伝
達

◎
送
迎
者
の
手
配
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
送
り
出
し

◎
活
動
報
告
（
継
続
の
判
断
）

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
証
明
書
の
発
行

◎
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

◎
被
災
情
報
等
の
収
集

◎
ニ
ー
ズ
調
査

◎
被
災
者
へ
の
安
否
確
認

◎
ニ
ー
ズ
の
集
約
・
調
整

◎
活
動
場
所
地
図
作
製
（
ニ
ー
ズ
受
け
付
け
票
に
添
付
）

◎
活
動
報
告
書
の
受
付
・
整
理

◎
ニ
ー
ズ
面
接
相
談

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
内
の
連
絡
調
整

◎
資
機
材
確
保

◎
マ
ス
コ
ミ
対
応
、
機
関
・
団
体
と
の
連
絡
調
整

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
へ
の
加
入

◎
情
報
収
集

◎
セ
ン
タ
ー
内
の
資
料
作
成
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
名
簿
等
）

◎
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
広
報

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
処
理

◎
各
種
記
録
の
整
理

◎
会
計

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
電
話
受
付

◎
依
頼
者
か
ら
の
電
話
・
来
所
受
付

（
ニ
ー
ズ
受
付
票
の
作
成
）

◎
支
援
金
管
理

◎
寄
付
寄
託
受
入

◎
各
班
の
連
絡
調
整

◎活動現場の事前調査および本部との連絡調整

◎活動依頼者との連絡調整

◎現地における資機材の管理

◎現地におけるボランティア活動の支援

◎災害ＶＣ広報の企画・取材・制作・発行・配布

◎災害ＶＣブログの更新・管理

◎その他必要なＰＲ活動

副センター長

 
名称：「防府市・佐波川流域災害ボランティアセンター」 
期間：平成２１年７月２３日（木）～８月２４日（月） 
主な活動内容：家屋及び周辺の土砂出し、家具の運び出しなど 
ボランティア受付数：７，８６５人 
ニーズ対応件数：６３６件 
センター運営スタッフ：防府市社協職員、県内市町社協職員、県社協職員、中国ブロ 
（１日平均６０名程度）ック派遣社協職員、防府市市民活動支援センター職員、防府

市役所職員、県職員、防府／防災ネットワーク推進会議、県

内災害ボランティアグループ、防府ボランティア連絡会、山

口県看護協会、日本精神科看護技術協会山口県支部、山口県

立大学、企業等社会貢献ネットワーク加入企業、企業ボラン

ティアモデル事業所、ボランティア 
※センター運営支援として、「災害ボランティア活動支援プロジェクト会議」からスタ 
ッフ派遣（１日３～４名） 
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直接電話応対 直接来所対応

FAX連絡 相互に情報共有・提供

ニーズ票

ニーズ票

確認要請

ニーズ票

＋

経路地図

現地確認状況

凡例

けが・救急

巡回・水分補給・休憩誘導

活動終了・送迎要請

活動報告書提出

ヒトの流れ

情報の流れ

ボランティア（問合せ） ボランティア（来所） 被災者（ボランティアに来てもらいたい）

総 務 班 ボランティア受付班

車両班

総 務 班
ニーズ班

活動支援係

医療班

センター長・副センター長・総務班

各種支援の申し出（企業・ＮＰＯ・団体）

マスコミ・行政・その他

ニーズ班

地図担当

資材班

ボランティア活動実施

現地確認

マッチング班

センター帰着・解散

自治会

（防府市・佐波川流域災害ボランティアセンターフローチャート） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  災害ボラセンの設置が決定した後、センター設置場所について協議したが、当初予定

していた場所が確保できなかったために、場所が決まらないという事態に陥った。 
  様々な場所を検討し、交渉した結果、苦肉の策として商店街の空き店舗を活用するこ

ととなった（防府市・佐波川流域災害ボランティアセンター 地図参照）。 
しかし、当初から懸念されていたスタッフ間の連絡調整やボランティアの導線の問題

が解決できなかったために、社協の事務所が入っている会館が長期使用可能となった時

期にセンターをつくりかえることとなった。（防府市・佐波川流域災害ボランティアセン

ター レイアウト参照） 
災害ボランティアセンター閉鎖後は、８月２５日（火）に「災害復興支援センター」

を防府市社協内に設置し、地元での助け合い活動を中心に活動を継続。 
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自
販
機

団
体
受
付

使用
不可エリア

マ
ッ
チ
ン
グ

ボランティア
待機所

足
洗
い
場

現地送迎場所

飲み物等配布医療班

個人受付

記
載
台

記
載
台

記
載
台

個人登録
用紙渡し

休憩所・
更衣室
は２階へ

トイレ トイレ

本部は
３階へ

１

２３

４

５

自販機

資材受渡し

６

トイレ

（防府市・佐波川流域災害ボランティアセンター 地図） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（防府市・佐波川流域災害ボランティアセンター レイアウト） 
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情報係 資材管理係 現場係 受付・ボランティ

ア対応係および

コーディネート係

相談・電話対応係

■山口市災害ボランティアセンター

スタッフ体制図

◎
各
係
、
被
災
地
域
か
ら
の
情
報
集
約
（
地
区
社
協
と
の
連
携
含
む
）

◎
山
口
市
行
政
と
の
調
整

◎
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
る
情
報
発
信

◎
活
動
の
記
録

◎
マ
ス
コ
ミ
へ
の
対
応

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
必
要
な
資
材
管
理
・
貸
出
把
握

◎
必
要
資
機
材
の
購
入

◎
資
材
の
点
検
・
修
理
・
補
充

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
派
遣
依
頼
の
対
応
（
現
地
調
査
含
む
）

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
派
遣
調
整

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
送
迎

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
お
け
る
事
故
、
ト
ラ
ブ
ル
等
の
対
応

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
付
・
把
握
（
個
人
・
団
体
）

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
加
入

◎
駐
車
場
の
確
保

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
名
札
の
準
備

◎
活
動
場
所
の
地
図
作
成

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
問
い
合
わ
せ
対
応

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
派
遣
依
頼
の
相
談
電
話
対
応

◎
専
門
相
談
へ
の
調
整

センター長

副センター長

（２名）

４．山口市災害ボランティアセンターの動き 
 ２１日の被災直後から現地の状況把握を行った後、災害ボランティアセンターの設置に

ついて検討したが、当面は通常のボランティアセンターでの対応とし、地区社会福祉協議

会、民生委員･児童委員、福祉員、ボランティアにより家屋内の畳上げ等の作業を行った。 

 その後、今回の災害の被害が小規模でないことから外部からの支援が必要であるという

結論となり、市内近郊からのボランティアを募集するため、山口市社協内に災害ボランテ

ィアセンターを設置。特に被害の大きかった小鯖地区に相談窓口をあわせて設置した。 

 
名称：「山口市災害ボランティアセンター」 
期間：平成２１年７月２９日（水）～８月２４日（月） 
主な活動内容：家屋及び周辺の土砂出し、家具の運び出しなど 
ボランティア受付数：１，１８３人 
          ※ボランティア募集については、事前登録制。活動日を市社

協が調整し登録ボランティアへ連絡。 
           登録数：団体２９団体、個人２０１名 
ニーズ対応件数：４９件 
センター運営スタッフ：山口市社協職員（２７名） 

              ※現地活動リーダーとして、日本赤十字社山口県支部、 
              山口市職員労働組合、岩国市赤十字災害救援奉仕団、

SeRV 山口が協力 
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電話 直接電話応対 直接来所対応

来所 ボランティア

登録

現地状況

確認 確認 相互に情報共有・提供

要請

活動依頼

ニーズ票

ニーズ票

ニーズ票

＋

経路地図

けが・救急

事故等対応

凡例

活動終了・送迎要請

活動報告書提出

情報の流れ

ヒトの流れ

ボランティア（問合せ） 登録ボランティア 被災者（ボランティアに来てもらいたい）

相談・電話対応係

現場係（送迎）

相談・電話対応係
センター長・副センター長・情報係

各種支援の申し出（企業・ＮＰＯ・団体）

マスコミ・行政・その他

受付・ボランティア対応係及び

コーディネート係

資材管理係

ボランティア活動実施

現場係
（オリエンテーション）

センター帰着・解散

（山口市災害ボランティアセンターフローチャート） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 災害ボランティアセンター閉鎖後は、山口市社協ボランティアセンターで地元での助

け合い活動を中心に活動を継続。 

 
５．災害発生以前の山口県における災害ボランティアの取り組み状況と成果 

 
  山口県社協では、平成１７年に発生した台風による水害の経験を活かすために、「災害

ボランティアセンター強化支援事業」として県行政から補助を受け、人材養成と支援体

制強化を目的とした「災害ボランティア講座」と「災害ボランティアセンタースタッフ

養成研修会」を開催した。 
  その取り組みを通じて、下記の成果が見られた。 
 ① 『災害ボランティア』、『災害ボランティアセンター』について県民の理解が広がっ

た。 
⇒ 今回の災害において、「災害ボランティア講座」受講者が、ボランティアとして現

地で活動されたり、センター運営スタッフとして活動いただいたりした。 
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 ② 市町社会福祉協議会職員に災害ボランティアセンターの基本的な設置・運営のノウ

ハウが理解された。 
 ⇒ 支援に入った県内市町社協職員は、センター全体の流れと各セクションの役割に

ついての理解がスムースで、自主的に動くことができ、よりよいセンター運営に向

けての意見も積極的に出されたように感じた。 
 ③ 住民と市町社協職員、県内災害ボランティア団体、個人とのゆるやかなネットワー

クがつくられてきた。 
⇒ 防府市災害ボラセンではスタッフとして、さまざまな立場の方に関わっていただ

いたため、「お互いを知らない」ことが多かったが、市町社協職員と県内災害ボラン

ティア団体、講座・研修会に参加された一般の方は、「顔を知っている」ことだけで 
   もお互いを信頼し協力して活動ができたと感じた。 

 
６．活動を通じて見えてきた課題 

 
まず、最初に思うこと・・・ 

  『被災者の目線に立てたか、被災地主体の活動となっていたか』 
   被災者の声に耳を傾けることができたのだろうか？ 
   被災者のニーズに応えるセンターの活動であったのだろうか？ 

 
  『社協が中心となって運営するボラセンの意味は？特徴は？』 
   土砂出し、家財の運び出し、清掃などの「作業系」 
   被災者に寄り添う、被災者の気持ちが安らぐ「こころ系」 

 
 【ヒト】について 
  ・ 継続的に入れるスタッフの確保が難しい。２～３日続けて入ることのできる人は

派遣される市町社協職員でも少ない。 
⇒リーダーになれる人がいない。 

   ⇒引き継ぎがうまくできない。 
  ・ 地元の住民をキーパーソンにできるか⇒ボラセン閉鎖後の活動につなげるために 
  ・ 専門的な人、得意分野を活かした活動ができていない。 

 
 【モノ】について 
  ・ 災害の種類、活動内容、ボラセンの規模に応じた資機材の確保について、全体的

にイメージすることができる人がいない。 
  ・ 支援物資が全国各地から送られてくるが管理の問題（場所・方法）がある。 

 
 【カネ】について 
  ・ 「災害救助法」の適用を受けると受けないとでは、運営に大きな差が出る。 
  ・ 災害ボランティアセンター設置・運営にかかる経費をあらかじめ持っている社協
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は少ない。 
  ・ 当面、設置に向けて自由に使える『現金』をいかに確保するか。 
  ・ めまぐるしく動くセンター運営の中で、「買う・買わない」の判断の難しさ。 
  ・ 会計面は後回しになりがちなため、どのくらい使っているのかがわからない。 

 
 【情報】について 
  ・ 被災者の方やボランティアへ必要な情報をいかにスピーディーに提供できるか。 
  ・ 「情報管理」の難しさ。 
  ・ ボラセンスタッフ全体の情報共有と方向性の統一 
    寄せ集めのスタッフでどのように情報共有をし、共通認識をもって活動できる

か？ 

 
【県社協として】 

『地元の力を引きだす支援のあり方とは』 
   外部からの支援はとても心強くありがたいが、逆に地元の力を押さえつけているこ

とも？ 

 
 
 

『平常時の取り組み（備え）の大切さ』 

 
「ヒト」、「モノ」、「カネ」、「情報」について市町ごとに、より具体的なイメージづくり、

体制づくりを考える。 
 行政と社協との役割分担。 
 自分たちにできることは何か？できないときにはどこに協力を求めるのか？協力しても

らえるのか？⇒日頃からの関係づくり 

  
 
最後に県社協として、県域の関係機関・団体との関係づくりと、被災地への支援体制の

整備が必要。 
・ 県社協の支援内容の具体化（役割の明確化）と市町社協職員の派遣体制の確立 

 ・ 県内市町社協間、市町社協と災害ボランティアグループなどとのネットワークづく

りを進める 
 ・ 県民の防災意識の向上と災害ボラセン運営スタッフ、ボランティア活動リーダーの

養成に向けた取り組み 
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平成 21 年台風第 9 号におけるボランティア活動について 

～兵庫県社協が実施・把握している情報を中心にして～ 

 
兵庫県社会福祉協議会 

 

● 被害状況  （平成 21 年 9 月 10 日 17 時現在） 

市町名 

人的被害（人） 住家被害（棟） 

死者 
行方 

不明 
負傷者 全壊 

大規模

半壊 
半壊 

床上 

浸水 

床下 

浸水 

一部 

損壊 

多可町    1

神河町   1 3

宍粟市   3 16 21 104 65 355

上郡町   17 41 76

佐用町 18 2 1 140 246 534 155 742

豊岡市 1  19 2 66 2

養父市   1 10 35

朝来市 1  2 9 10 21 61 212

丹波市    2

南あわじ市    1

合計 20 2 7 165 277 695 335 1,493 2

 

● 兵庫県社協の対応 

１ 県社協・災害救援本部の設置（８月１０日１２：００設置） 

（１）災害救援本部会議 8 月 10 日～8月 31 日まで延べ 18 回実施 

（２）社協、施設の被害状況確認 

実施内容 実施状況 

社協、被災地状況確認 8 月 10 日、11 日県内全市町社協に電話で被害確認 

施設被害状況確認 8 月 10 日、佐用町、上郡町、宍粟市、朝来市、養父市内の全施設に電

話確認 

（３）先遣隊の派遣 

月日 派遣内容 

8 月 10 日 佐用町社協に先遣隊 2名派遣（そのまま現地支援に入る） 

8 月 11 日 

上郡町社協に先遣隊１名派遣 

宍粟市社協に先遣隊 2名派遣（そのまま現地支援に入る） 

朝来市社協に先遣隊 2名派遣（そのまま現地支援に入る） 

（４）情報発信 

１ 県内市町社協、県行政、全社協等関係団体に対し FAX 等で延べ 30 回発信 

２ ひょうごボランタリープラザホームページにて災害ボランティア情報を発信 

３ メールマガジン臨時ボランティア募集情報(8 月 19 日)発信 

 

２ 市町社協災害ボランティアセンターへの支援 別紙のとおり 
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３ 災害救援ボランティアセンターの活動、ボランティア派遣調整 

①ボランティアバスの運行 

＊佐用町、宍粟市に延べ 5 日バス 13 台 延べ 390 名のボランティアを派遣 

月日 派遣状況 

8 月 15 日（土） 佐用町：バス 3 台(102 名)、宍粟市：バス 2 台(38 名) 

8 月 16 日（日） 佐用町：バス 3 台(111 名)、宍粟市：バス 2 台(27 名) 

8 月 21 日（金） 佐用町：バス 1 台(38 名) 

8 月 22 日（土） 佐用町：バス 1 台(38 名) 

8 月 23 日（日） 佐用町：バス 1 台(36 名) 

 

②ボランティア派遣依頼   

＊災害救援ボランティア活動を広く県民に呼びかけるため、ボランタリープラザのホーム

ページに最新情報を掲載 

＊8 月 17 日 県内市町社協にボランティア派遣依頼 

＊8 月 19 日 メールマガジン 臨時号ボランティア募集情報を発信 

  ＊その他、各県民局、県内市町主管課、関係企業・ＮＰＯ、農協、学生ボランティア等に

対し、適時直接応募の呼びかけを行った。 

 

  ③ボランティア数の推移 (別表のとおり) 

   延べ１８，３７５人(８月１０日～８月３１日) 

 

４ 生活福祉資金の特例措置 

佐用町、宍粟市、朝来市の被災者への災害援護資金の特例措置 

・据え置き期間の延長、重複貸付の柔軟対応 

 

５ 民間社会福祉事業職員互助会の対応 

・災害見舞金周知・災害特別貸付の実施・宿泊旅行キャンセル料の取扱確認 

  

６ 被災地資金支援・資材調整 

（１）兵庫県社協・共同募金会からの助成、府県社協・コープこうべからの活動資金の配分 

（２）「兵庫県台風第９号災害義援金募集委員会」への参画 

（３）飲み物、塩飴、タオル、マスク、消毒液等救援関係資材を調達したほか、現地災害ボラン

ティアセンターからの資材調達要請に基づき、県災害対策本部への調整や可能な物は購入し、

バス運行時に現地へ届けた。 
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兵庫県社協と被災地支援活動の主な動き 

（発災～９月１日まで） 

日 兵庫県社協の動き 被災地社協の動き
8 月 10 日 
（月） 

9:30～ 
 

●局内で「緊急会議」開催。
●電話で全市町社協、西播磨管内の社会福祉
施設に状況確認を行うとともに、種別協議会
に連絡を入れる。 

●佐用町社協が災害 VC 設置を決定。10 日
の午前 10 時に災害 VC 開所。 

12:00～ ● 「県社協・災害救援本部」設置。
● 西播磨（佐用町、上郡町）へ先遣隊 2 名

を同日午後に派遣。 

●宍粟市災害 VC 設置を決定。

8 月 11 日
（火） 

 

●宍粟市災害 VC に本会職員 2 名、朝来市災
害 VC に本会職員 2 名を支援スタッフとして
派遣。 
●県内市町社協と近畿ブロック府県・指定都
市社協に対し、ボランティアコーディネータ
ー派遣の要請を開始。 
●ひょうごボランタリープラザにてボランテ
ィアバスの募集を開始。 

●宍粟市災害 VC を開所。本部を一宮、サブ
センターを山崎に設置し、2 ヶ所で災害 VC
を運営開始。（ニーズ調査開始） 
●朝来市災害 VC を開所。 

8 月 12 日
（水） 

 

●県内市町社協と近畿ブロックからのボラン
ティアセンターのコーディネーター等の派遣
要請① 

●宍粟市災害 VC でニーズ調査 ２班でロ
ーラー作戦 

8 月 13 日 
（木） 

 

●全社協と調整し、「災害支援プロジェクト会
議」から災害 VC 支援スタッフの派遣が決定。

8 月 14 日 
（金） 

 

●県社協会長・役員が被災地社協・訪問 ●佐用町で本所災害 VC に加え、2 ヶ所（佐
用高校と久崎小学校）に災害 VC を設置。合
計 3 ヶ所で災害 VC を開設。 

8 月 15 日 
（土） 

 ●宍粟市災害 VC でニーズ調査２班で実施

8 月 16 日 
（日） 

 ●宍粟市社協で、緊急理事会開催。

8 月 17 日 
（月） 

 

●県内市町社協と近畿ブロックからのボラン
ティアセンターのコーディネーター等の派遣
要請② 

8 月 18 日 
（火） 

 

●8月21～23日までひょうごボランタリープ
ラザからボランティアバスの運行を決定。 

●朝来市災害 VC で一旦ボランティア募集
を休止。22 日に活動再開。 

8 月 19 日
（水） 

 ●佐用町では、被害の大きな地域を対象に
ローラー作戦実施（～8/22） 

8 月 21 日 
（金） 

 ●宍粟市では市外ボランティアの受付を一
旦休止。「災害復興支援センター」への移行
を検討。 
●朝来市 VC では市内ボランティアで活動
を継続。（地元Ｖ・週末対応中心に移行） 

8 月 24 日 
（月） 

●県内市町社協と近畿ブロックからのボラン
ティアセンターのコーディネーター等の派遣
要請③ 

●佐用町 VC 久﨑支所を閉所・本部に集約。

8 月 26 日 
（水） 

 ●宍粟市では「災害復興支援センター」へ
の移行。 

8 月 30 日 
（日） 

 ●佐用町では、佐用支所（佐用高校）を閉
所・本部集約。 

8 月 31 日 
（月） 

●佐用町社協に幹部職員を派遣し、今後の対
応について協議。 

●佐用町社協が災害 VC 閉所。

９月１日 
（火） 

 ●佐用町社協「きらめき復興支援センター」
開所。 
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兵庫県の地図／災害ボランティアセンター設置市町      
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今回の災害救援活動を踏まえた今後の検討課題 
 

【今回の災害の特徴点】 

・同時多発（集中豪雨による水害・森林荒廃の影響） 

・瞬間被害（死亡者多い、避難時の事故が多い・山野の保水機能の低下） 

・多様な災害形態 河川の決壊：（鉄砲水・家屋浸水・田畑被害）、土砂災害（地滑り・道路被害） 

・孤立集落の発生・道路の寸断 

【今回の救援活動の特徴点】（3つの市町社協とも合併市町社協） 

・迅速な災害ボランティアセンターの立ち上げ（災害救援マニュアル整備による対応） 

・本部とブランチ（支部・支所）の設置（自治会が災害救援本部を設置） 

・被災地社協支援のための応援職員派遣の早期対応（ブロック応援体制） 

・水害のため、概ね 2～3 週間で災害ボランティアセンター閉所（以後、復興支援対応） 

 

【今回の教訓・今後の検討課題】 

災害ボランティアセンターの位置づけの明確化（公設民営のルール化） 地域防災計画の位置づけ 

区分 今後の検討課題 

ヒト 

・災害ボランティアセンター運営支援スタッフの研修強化（特に、初動期） 

・日常からの小地域福祉活動の強化（要援護者支援・小地域でのニーズ把握） 

・全国的な災害ボラセンスタッフの応援要請のルール化（最低３泊４日、自己完結型） 

・ボランティアの計画的・効率的な現地派遣（バスによる送迎の是非） 

モノ 

・災害救援・復旧支援のための資機材の備蓄（全国・ブロック・市町での備蓄） 

・災害復旧支援の資機材の調達・協定（特に初期段階） 

・救援物資の適切な現地送付のルール化（物資を受け付けないことを含めて） 

カネ 

・活動資金のトータルな情報把握と現地コンサルテーション 

・日常からの各市町社協での災害時資金の積み立て（特に初動期） 

・ボランティア活動保険の掛金負担（災害救助法適用時は、国庫負担をルール化） 

バショ 

・災害時を想定したボランティアセンター拠点の検討（学校・公園など） 

・防災倉庫の確保（小地域単位） 

・災害ボランティアセンターまでの案内掲示 

ジョウ

ホウ 

・ホームページでの情報発信 

・地域住民への情報発信（特に災害時要援護者支援） 

・自治体の災害対策本部からの情報収集と情報提供 

・被災地からの発信すべき情報の明確化 

ツナガ

リ 

・日常からの自治体（担当部局）とのつながり・協定づくり 

・地域（自治会、関係団体等）とのつながりづくり 

・自治体の災害対策本部との連携 

・地域（自治会、関係団体等）とのつながり・パイプづくり 

ソナエ 

・災害救援マニュアルづくり（地域防災計画での位置づけ確認）・災害訓練 

・災害時要援護者の把握・安否確認 

・組織としての意思決定、ミーティングの持ち方 

・マスコミ対策 
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災害ボランティアセンター 運営方針（馬場試案） 

 

センター運営方針 

○ 被災を受けた地域住民の自立を支援する。 

（高齢であっても、障害があっても、誰もが地域で普通のくらしができるようにする） 

○ 被災者の生活復旧・再建を最優先とし、人家以外の復旧活動は、

ボランティアが共感できる場合のみとする。 

○ 支援活動は、町内全域をカバーし、特定の地域を重点的に行う

のではなく、すべての被災者を対象とし、ニーズに基づいた対

応を図る。 

○ ボランティア活動は安全第一とし、危険な業務・行政が行うべ

き業務など、ボランティアが対応すべきでない活動は対応しな

い。 

 

ボランティア受入方針 

○ 災害ボランティアセンターとして、ボランティア活動希望者の

「被災者を支援したい気持ち」を受けとめる。 

○ ボランティアの待ち時間を極力短くする一方で、「待つことも

ボランティア活動」ということを理解していただく。【ボラン

ティアマインドの普及】 

○ 地元ボランティアの開拓・発掘に努める。 
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